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四国電力株式会社伊方発電所第 3号機の設計及び工事の計画の 

技術基準規則等への適合性に関する審査結果 
 

原規規発第 2105275 号 

令和 3 年 5 月 27 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．審査内容 
原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、四国電力株式会社伊方発

電所第 3号機の設計及び工事の計画の認可申請（令和 2年 9月 10 日付け原子力発第 20194

号をもって申請、令和 3年 5 月 17 日付け原子力発第 21003 号をもって一部補正。以下「本

申請」という。）が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年

法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の９第３項第１号に規定す

る発電用原子炉の設置変更の許可を受けたところによるものであるかどうか、同項第２号

に規定する「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年原

子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準規則」という。）に適合するものであるかどう

かについて審査した。 

規制庁は、審査にあたり申請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する

説明書、発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書、安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書、発電用原

子炉施設の火災防護に関する説明書、発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書、耐

震性に関する説明書、計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書、デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書、添

付図面並びに設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書（以下「本

申請の書類」という。）を確認の対象とした。 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 
規制庁は、本申請の書類から、 

（１） 工事計画のうち設備の基本設計方針が、平成 27 年 7 月 15 日付け原規規発第

1507151 号により許可した伊方発電所発電用原子炉設置変更許可申請書の設計方

針と整合していること 

（２）令和 2 年 4 月 1 日付け原子力発第 19472 号をもって届出のあった原子炉等規制法

第４３条の３の５第２項第１１号に掲げる事項（保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する事項）と整合していること 

を確認した。 

規制庁は、上記のとおり、本申請の設計及び工事の計画が許可を受けたところによるも

のであることを確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号に適合

していると認める。 

 

１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 
四国電力株式会社は、本申請において、安全保護装置について、安全保護装置のうち安

全保護系ロジック盤を設備の保守性向上の観点から取り替えることとしており、この際、

取り替え前の安全保護系ロジック盤の論理演算機能を既設の安全保護系計器ラックのデジ

タル制御装置のソフトウェアで実施するよう変更するとともに、安全保護系ロジック盤を

安全保護系計器ラックのマイクロプロセッサ故障等による原子炉トリップ遮断器の誤作動
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等を防ぐためのリレー回路とすること等により、制御棒駆動装置及び工学的安全施設の誤

作動を防ぐほか、工学的安全施設の運用性を向上させることを計画している。 

規制庁は、本申請の工事計画が、安全保護系ロジック盤の更新を行うものであることか

ら、技術基準規則第５条（地震による損傷の防止）、第７条（外部からの衝撃による損傷の

防止）、第１１条（火災による損傷の防止）、第１２条（発電用原子炉施設内における溢水等

による損傷の防止）、第１４条（安全設備）、第１５条（設計基準対象施設の機能）、及び第

３５条（安全保護装置）の規定に適合するものであるかを確認した。 

その際には、第４条（設計基準対象施設の地盤）、第６条（津波による損傷の防止）、第３

４条（計測装置）及び第４７条（警報装置等）については、本工事の計画において安全保護

装置の機能及び設置箇所を変更するものではないことから、改めて適合性を判断する必要

はないことを確認した。 

なお、工事の方法に係る技術基準規則の規定への適合性については、上記各条に規定さ

れる設備ごとの要求事項等を踏まえ、当該設備が期待される機能を確実に発揮することを

示すものであり、かつ、工事の手順や検査の方法等の妥当性を確認するものであるため、

上記各条への適合性とは別に記載した。 

 

（１）第５条（地震による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、平成 28 年 3 月 23 日付け原規

規発第 1603231 号で認可した工事の計画（以下「既工事計画」という。）により認可した

伊方発電所 3 号機の設計及び工事の計画における耐震設計の基本方針、耐震重要度分類

及び機能維持の基本方針等に変更はなく、技術基準規則及び原子力発電所耐震設計技術

指針 JEAG4601（日本電気協会）に基づき、耐震Ｓクラスに分類し、それらの支持構造物

に作用する応力を許容値以内とし、それらの評価用加速度を電気的機能確認済加速度以

下とする設計としていることを確認したことから、第５条の規定に適合していると認め

る。 

 

（２）第７条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、 

① 落雷及び電磁的障害を考慮した設計としていること 

② 本申請の工事の計画において安全保護系ロジック盤の設置箇所を変更しないこと

から、既工事計画におけるその他の自然現象等による外部からの衝撃による損傷の

防止対策が変わらないこと 

を確認したことから、第７条の規定に適合していると認める。 

 

（３）第１１条（火災による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、 

① 安全保護装置に不燃材料及び難燃ケーブルを使用して火災発生防止を考慮した設

計としていること 

② 本申請の工事の計画において安全保護系ロジック盤の設置箇所を変更しないこと

から、既工事計画における設置区域の火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の

設計に影響を与えないとしていること 

を確認したことから、第１１条の規定に適合していると認める。 

 

（４）第１２条（発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、本申請の工事の計画において安

全保護系ロジック盤の設置箇所を変更しないため、平成 28 年 3 月 23 日付け原規規発第

1603231 号及び平成 31 年 2 月 6 日付け原規規発第 19020613 号で認可した工事の計画に

おいて確認した溢水影響評価から変更はないことから、第１２条の規定に適合している

と認める。 
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（５）第１４条（安全設備） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、 

① 多重性及び独立性を有する設計としていることに変更がないこと 

② 設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定される圧力、温度、湿度及び

放射線等全ての環境条件において、その機能を発揮できる設計としていること 

を確認したことから、第１４条の規定に適合していると認める。 

 

（６）第１５条（設計基準対象施設の機能） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、 

① 原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）が可

能な設計としていること 

② 安全保護系ロジック盤の設置箇所、大きさ及び数に変更がないことから、機器等

の損壊に伴う飛散物による損傷防止措置に変更がないこと 

③ 二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものでないこと

に変更がないこと 

を確認したことから、第１５条の規定に適合していると認める。 

 

（７）第３５条（安全保護装置） 

規制庁は、本申請の書類から、安全保護装置について、 

① 発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統その他系統と

併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできる設計

としていることに変更がないこと 

② 単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、

安全保護機能を失わないように多重性を確保する設計としていることに変更がない

こと 

③ 系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わないように独立性を確保する設計としていることに変

更がないこと 

④ 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、発電用

原子炉をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持するとともに、安全保

護系ロジック盤のリレー回路等によって誤動作信号を阻止することで不要な動作を

防止することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持する設計と

していること 

⑤ 不正アクセス行為等による被害を防止するために、外部ネットワークとの物理的・

機能的な分離を図るとともに、物理的・電気的アクセスの制限を設けるなどの必要

な措置を講じる設計としていること 

⑥ 計測制御系から機能的に分離した設計としていることに変更がないこと 

⑦ 原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験ができる設計としてい

ることに変更がないこと 

⑧ 運転条件に応じて作動設定値を変更できる設計としていることに変更がないこと 

を確認したことから、第３５条の規定に適合していると認める。 

また、本申請のデジタル制御方式安全保護装置の原子炉停止及び工学的安全施設作動

の失敗確率並びに誤停止及び誤作動の頻度が評価され、既工事計画の安全保護装置と比

較して同等以下であることから、第３５条解釈４（６）に沿っていることを確認した。 

なお、デジタル保護系のソフトウェアの品質を確保するために、当該装置のソフトウ

ェアの設計、製作、試験及び変更のプロセスにおいて、「ディジタル安全保護系の検証及

び妥当性確認に関する指針」（JEAG 4609-2008）に基づく検証及び妥当性確認を実施し、

その記録を保存管理することとしていることから、第３５条解釈４（２）に沿っているこ

とを確認した。 
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（８）工事の方法 

規制庁は、工事の方法について、上記各条に規定される設備ごとの要求事項等を踏ま

え、当該設備が期待される機能を確実に発揮できるように、工事の手順、使用前事業者検

査の項目及び方法が適切に定められ、また、工事中の従事者及び公衆に対する放射線管

理や他の設備に対する悪影響防止対策等が工事の留意事項として定められていることか

ら、工事の方法として妥当であり、上記各条の規定に適合していると認める。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条の３の

９第３項第２号の規定に適合していると認める。 

 

２．審査結果 
規制庁は、１－１及び１－２の事項を確認したことから、本申請が原子炉等規制法第４

３条の３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 

 

 


